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【表紙】



１【提出理由】

　2026年３月26日開催の当社第114回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 246,370 8,966 98 可決（95.16％）

第２号議案 254,703 633 98 可決（98.37％）

第３号議案

浦上　彰 233,159 22,177 98 可決（90.05％）

藤井　和彦 250,584 4,752 98 可決（96.78％）

谷藤　英樹 250,522 4,814 98 可決（96.76％）

伊香賀　正彦 245,849 9,487 98 可決（94.95％）

伊藤　麻美 250,592 4,744 98 可決（96.79％）

志岐　彰 253,134 2,202 98 可決（97.77％）

第４号議案

鈴木　隆 251,468 3,639 327 可決（97.12％）

黒住　哲理 254,759 577 98 可決（98.40％）

第５号議案

重崎　隆 254,483 853 98 可決（98.29％）

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年３月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当金は普通株式１株につき金50円とする。

第２号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、

定款第２条の事業目的を追加する。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、浦上彰、藤井和彦、谷藤英樹、伊香賀正彦、伊藤麻美及び志岐彰の６氏を選任する。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、鈴木隆及び黒住哲理の２氏を選任する。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、重崎隆氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

１．第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
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２．第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

３．第３号議案、第４号議案及び第５号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したこと

により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計し

ていません。

以　上
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